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社会福祉法人大田区社会福祉協議会 

ホームページ広告掲載に関する要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、社会福祉法人大田区社会福祉協議会(以下、｢社協｣という。)

が定める広告掲載に関する要綱（以下、「要綱」という。）に基づき、社協のホ

ームページ(以下、「ホームページ」という。)に広告を掲載することについて、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（広告の掲載位置） 

第２条 広告はホームページのトップページとし、社協が指定した位置に掲載する。 

（広告の規格） 

第３条 広告の規格等については、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 広告の規格 縦６５ピクセル×横２３５ピクセル  

（２） 画像形式 ＪＰＧ、ＰＮＧまたはＧＩＦ（アニメーション不可）  

（３） データ容量 １００ＫＢ以内 

（広告掲載の申込み等） 

第４条 広告の掲載の申込みは、ホームページ広告掲載申込書(第１号様式)により

受け付けるものとする。 

２ 前項に規定する申込みの締切日は、原則として当該申込者が掲載開始を希望す

る月の前々月の末日とする。 

（広告掲載の決定等） 

第５条 前条第１項の規定に基づき申込みがあったときは、速やかに広告の内容等

を審査した後、広告掲載の諾否を決定する。 

２ 前項の規定に基づき、広告掲載の申込みを承諾するときは、ホームページ広告

掲載に関する契約書（第２号様式）により契約を締結する。 

３ 広告掲載の申込みを承諾しないときは、ホームページ広告掲載に関する通知書

（第３号様式）により当該掲載申込者に通知する。  

４ 広告の優先順位は、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では掲

載希望月数が多いものを優先することとし、同じ場合には、申込みの先着順とし

て決定する。 

 （１） 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの 

 （２） 公共的性格のある私企業で区内に事業所等を有するもの 

 （３） 前号に規定するもの以外の私企業で区内に事業所を有するもの 

 （４） 前各号に規定するもの以外の私企業 

（広告掲載期間及び掲載料等） 

第６条 広告の掲載期間及び掲載料等は、別表１のとおりとする。 

２ 広告掲載料は、ホームページ広告掲載料請求書（第４号様式）により請求する。

請求にあたっては、支払期日等必要な条件を付して行うことができる。 

３ メンテナンス等社協の責に帰すべき事由によりホームページを閉鎖したとき

は、その時間数に応じて、当該期間中に掲載している広告の掲載期間を別表２の

とおり延長することができる。 

（広告掲載料の納入） 

第７条 広告掲載を希望する者（以下、「広告希望者」という。）は、社協が指定

する期日までに、第６条が定める広告掲載料を原則一括納付するものとする。 
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（広告掲載料の返還） 

第８条 納入された広告掲載料は、原則として返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、納入された広告掲載料

の一部または全部を返還することができる。 

（１） 広告希望者の責によらない理由により掲載することができなかったとき。 

（２） その他、会長が特に必要であると認めたとき。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２４年１０月２２日に制定し、即日施行する。 

２ この要領は、令和２年３月５日に制定し、即日施行する。 
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＜別表１＞ 

 掲載期間 広告枠 掲載料 備 考 

１ ４月１日～６月 30日  

１枠 

15,000円/3か月 
別途消費税を

加算する。 

２ ７月１日～９月 30日  15,000円/3か月 
別途消費税を

加算する。 

３ 10月１日～12月 31日  15,000円/3か月 
別途消費税を

加算する。 

４ １月１日～３月 31日  15,000円/3か月 
別途消費税を

加算する。 

５ ４月１日～３月 31日 50,000円/12か月 
別途消費税を

加算する。 

６ 
上記１～５の掲載期間の途中

からの同時期の終了まで 
6,000円/1か月 

別途消費税を

加算する。 

 

 

 

 

＜別表２＞ 

閉鎖した期間 契約を延長する期間 

１ ２４時間を超え４８時間以内のとき 契約終了日の２日後までとする。 

２ ４８時間を超え７２時間以内のとき 契約終了日の３日後までとする。 

３ ７２時間を超えたとき 

閉鎖した時間数を日数に換算した数に１

日を加算した日数分を、契約終了日の翌日

を起算日として延長する。 
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第１号様式(第４条) 

令和  年  月  日 

 

ホームページ広告掲載申込書 
 

 

(あて先) 

社会福祉法人大田区社会福祉協議会会長 

 

(住 所)                

(名 称)             ㊞  

(代表者)                

 

 大田区社会福祉協議会のホームページに、下記のとおり広告を掲載したいので、

原稿を添えて申込みいたします。 

 

記 

 

１．掲載希望期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

２．広告掲載料 金      円(消費税込み) 

３．リンク先URL   

４．業種 
 

５．広告の原稿 

 

 

 

 
 

６．担 当 者 

(部 署)          (氏 名) 

(連絡先)            

     Mail   
※裏面をご確認の上お申込みください。 

 


